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11月は児童虐待防止推進月間
S
ス ト ッ プ

TOP! 児童虐待
�問 �問こども相談課（ TEL 048-796-8902）

　平成12年11月に児童虐待防止法が施行さ
れたことから、こども家庭庁では毎年11月を

「児童虐待防止推進月間」と定めています。市
でも、古利根公園橋のオレンジ色ライトアッ
プなど児童虐待問題に対してさまざまな啓発
活動を行っています。

【虐待に関する相談先】
▶児童相談所虐待対応ダイヤル　 TEL 1

いちはやく

89※

▶こども相談課　 TEL 048-796-8902
▶ 越 谷 児 童 相 談 所　 TEL 048-
975-4152
▶春日部警察署　 TEL 048-734-
0110※　※24時間365日対応

11月はケアラー月間
�問 �問介護保険課（ TEL 048-736-1119）

　ケアラーとは、家族などの身近な人に対して、
無償で介護、看護、日常生活上の世話や援助を
している人です。
　市内では各地域でケアラー支援事業が実施
されていますので、ケアに関する困りごとや
心配ごとなどがあれば、一人で抱え込まずに、
ぜひ参加してください。

11月はねんきん月間
�問 �問市民課（ TEL 048-796-8554）

　国民年金制度は、老後の生活保障の他、病気
やけがなどで収入が途絶えたときも安定した
生活を送れるよう社会全体で支え合う制度で
す。被保険者の種類が変わった時は、速やか
に手続きをしてください。
　保険料の納め忘れなどがある人は老齢基礎
年金受給額を満額に近づける任意加入制度、
保険料の学生納付特例・免除・納付猶予の承認
期間がある人は追納がお勧めです。法令に定
める障害の状態になった場合は、障害年金の
相談をしてください。

11/14㈮は世界糖尿病デー
�問 �問春日部市保健センター 
（ TEL 048-736-6778）

　毎年11/14は国際糖尿病連合と世界保健機
構が定めるW
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ay（世界糖尿
病デー）、その日を含む1週間は日本糖尿病協
会が定める「ダイアベティスウィーク（全国糖
尿病週間）」です。これに合わせて11/9㈰～
15㈯に、古利根公園橋でブルーサークルをイ
メージしたライトアップを行いま
す。この機会に糖尿病について考
えてみませんか。

11月はいじめ撲滅強調月間
�問 �問指導課（ TEL 048-739-6805）、 

県青少年課（ TEL 048-830-2907）

　いじめられたこどもは心身に深刻な被害が
生じることがあります。いじめは重大な人権
侵害であり、決して許されることではありま
せん。埼玉県は、11月を「いじめ撲滅強調月間」
と定め、いじめ問題の根絶に取り組んでいます。
　いじめを受けていたり、いじめに気が付い
たりしたら、一人で悩まず相談・通報してくだ
さい。相談窓口
は 埼 玉 県 WEB
を確認してくだ
さい。

11/12㈬～25㈫は女性に 
対する暴力をなくす運動
�問 �問人権共生課（ TEL 048-736-1130）

　運動のシンボルマークであるパープルリボ
ンには、女性に対するあらゆる暴力をなくし
ていこうというメッセージが込められています。
11月中はハーモニー春日部で、パープル＆オ
レンジライトアップを行います。

詳しくは市�WEBで▶ 詳しくは市�WEBで▶

令 和8年4/1㈬から共同消防指令センターの
運用が始まります

　本市を含む埼玉県東南部地域6市1町（春
日部市、越谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉
川市、松伏町）の5消防本部（局）は、令和8年
4/1㈬から119番通報などを受ける消防指
令業務を共同運用します。近年の激甚化、大
規模化する災害に対応できるよう、応援体
制を強化します。
　現在は、各消防本部（局）で119番通報を
受けて消防車や救急車の出動を指示してい
ます。この消防指令業務を集約し、情報の一
括管理と指揮命令などの統一により、隣接
する地域の災害にも、迅速に連携して対応
します。
　共同運用開始に向けて、令和8年1月末か
ら順次、各消防本部（局）の119番回線を共
同消防指令センターに切り替え、仮運用を
開始します。

　Live119とは、通報者と指令センター
で映像の送受信を行うことで、傷病者の
状況や災害現場の詳しい状況を把握でき
るシステムです。
　映像によるコミュニケーションにより、
迅速・的確な消防活動や安心して応急手当
てを行うことができるようになります。
　スマートフォンからの通報で、指令セ
ンターが必要と判断した時に通報者への
映像送信の協力を依頼します。
※�災害現場の映像を撮影することが、SNS な

どへの投稿と誤解される場合があります。
そのような時は、消防への映像通報中であ
ることを周囲の人にはっきりと伝えてくだ
さい

の運用が始まります
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ive119（映像通報システム）

�問 警防課（ TEL 048-738-3118）

Q2　通報を受信する区域が広が
りますが、通報場所の特定はすぐ
にできますか？
A2　消防指令システムの検索機
能で、通報場所が特定できます。

Q1　119 番 通 報 を す
るときに、何かこれま
でとすることが変わり
ますか？
A1　通報の方法はこれ
までと変わりません。

Q3　消防車や救急車は
どこから出動しますか？
A3　原則は各市町の管
轄消防署から出動します。

新しい運用でどうなるの？アンド


